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墨田区条例第１４号 



   墨田区いじめ防止対策推進条例の一部を改正する条例 

墨田区いじめ防止対策推進条例（平成２６年墨田区条例第４８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第３号中「中学校」の次に「、義務教育学校」を加える。 

   付 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


